
　
　
税
者
本
人
又
は
そ
の
控
除
対
象

　
　
配
偶
者
や
扶
養
親
族
の
う
ち
に

障
害
者
が
い
る
場
合
は
、
そ
の
何
れ

か
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
の
障
害
者

又
は
特
別
障
害
者
の
区
分
に
応
ず
る

一
定
の
金
額
を
障
害
者
控
除
と
し
て

所
得
金
額
か
ら
差
し
引
く
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　
対
象
要
件
は
、

①
身
体
障
害
者
手
帳
・
精
神
障
害
者

保
険
福
祉
手
帳
・
戦
傷
病
者
手
帳
の

交
付
を
受
け
て
い
る
方
。
②
要
介
護

認
定
を
受
け
て
い
る
方
の
う
ち
、
常

に
就
床
を
要
す
る
な
ど
、
身
体
障
害

者
等
に
準
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
方
。

③
精
神
上
の
障
害
に
よ
り
事
理
を
弁

識
す
る
能
力
を
欠
く
常
況
に
あ
る
方
、

そ
の
他
に
も
幾
つ
か
の
規
定
が
設
け

ら
れ
て
お
り
ま
す
。
障
害
者
の
う
ち
、

そ
の
障
害
の
程
度
が
重
度
な
も
の
に

つ
い
て
は
特
別
障
害
者
と
さ
れ
て
お

り
ま
す
。

　
給
与
受
給
者
に
あ
っ
て
は
、
年
末

調
整
時
の
申
告
に
よ
り
適
用
さ
れ
ま

す
が
、
そ
の
他
の
公
的
年
金
等
受
給

者
や
個
人
事
業
者
な
ど
で
、
障
害
者

控
除
の
要
件
を
満
た
し
て
い
て
も
未

申
告
に
よ
り
適
用
さ
れ
て
い
な
い
方
、

若
し
く
は
障
害
の
程
度
が
普
通
障
害

か
ら
特
別
障
害
に
変
更
と
な
っ
た
方

な
ど
、
申
告
を
要
す
る
方
に
つ
い
て

は
、
障
害
者
控
除
に
係
る
確
定
申
告

（
還
付
申
告
）
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、

所
得
税
が
還
付
若
し
く
は
軽
減
さ
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
な
お
、
住
民

税
に
つ
い
て
も
同
様
に
軽
減
さ
れ
ま

す
。

　
詳
し
く
は
、
税
務
財
政
課
課
税
係

（
　
74
‐
3
0
0
3
）
ま
で
。

(注)
　
②
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る

方
の
う
ち
、
身
体
障
害
者
等
に
準
ず

る
と
認
め
ら
れ
る
方
に
つ
い
て
は
、

洞
爺
湖
町
が
交
付
す
る
障
害
者
控
除

対
象
者
認
定
書
の
提
出
が
必
要
と
な

り
ま
す
の
で
、
申
告
前
に
同
認
定
書

を
取
り
寄
せ
て
く
だ
さ
い
。

　
問
合
せ
先
：
健
康
福
祉
課
介
護
保

険
係
（
　
74
‐
3
0
0
1
）

　
　
源
移
譲
で
所
得
税
が
減
少
す
る

　
　
こ
と
に
よ
り
、
住
宅
ロ
ー
ン
控

除
限
度
額
が
所
得
税
額
よ
り
大
き
く

な
り
、
所
得
税
か
ら
控
除
し
き
れ
な

く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
た
め
、
平
成
11
年
か
ら
平
成

18
年
ま
で
に
入
居
し
た
方
に
限
り
、

今
ま
で
所
得
税
か
ら
控
除
さ
れ
て
い

た
分
に
つ
い
て
は
、
申
告
に
よ
り
、

平
成
21
年
度
以
後
の
住
民
税
の
所
得

割
額
か
ら
も
控
除
す
る
経
過
措
置
が

設
け
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　
詳
し
い
内
容
に
つ
き
ま
し
て
は
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
洞
爺
湖
町
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
配
信
し
て
お
り
ま

す
の
で
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
申
告
を
要
す
る
方
に
た
め

に
、
エ
ク
セ
ル
形
式
に
よ
る
簡
易
な

申
告
書
作
成
ツ
ー
ル
を
掲
載
し
て
お

り
ま
す
の
で
、
「
住
宅
借
入
金
特
別

税
額
控
除
申
告
書
」
の
作
成
に
あ
た

っ
て
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

５

シリーズ②

確　定

申　告

確　定

申　告

～控除について～

税務財政課　　　74－3003

障
害
者

　
　
　
控
除
に
つ
い
て

納

住
宅
借
入
金

　
　
　
特
別
控
除
に
つ
い
て

住
宅
ロ
ー
ン
控
除

税

■申告の必要な方

①平成21年１月１日現在洞爺湖町に在住し、平成20年中に所得（給与・年金等・営業・不動産・配当・

利子など）があった方②給与所得者で、退職などにより事業所などで年末調整を受けていない方③２カ

所以上（例　給与と年金など）から収入のある方④収入がなくても、洞爺湖町の国民健康保険（長寿医

療保険）に加入している方⑤各種の税証明（課税・非課税・所得証明）が必要な方。

　また、次の日程により相談会場を設けますので、ご相談ください。

■開催日時　３月５日（木）　午前10時～正午、午後１時～４時まで

■会　　場　洞爺湖温泉支所　（旧火山科学館）

■申告に持参するもの

　平成20月１月１日～12月31日までの収入及び必要経費を証明する書類（帳簿類・源泉徴収票等）、印

鑑、社会保険料（国民健康保険税等）の領収書、国民年金の支払証明書、生命保険料等の証明書、地震

保険料（長期損害保険料）の控除証明書。

　休日の確定申告相談会を実施します
■日　時　３月１日（日）　９時30分～17時まで

　　　　　３月８日（日）　９時30分～17時まで

■会　場　役場税務財政課

　　　　　詳しくは、洞爺湖町役場税務財政課（税務担当　74‐3003）

＜申告期限２月16日（月）～３月16日（月）まで＞

平成21年度町・道民税の申告相談及び所得税の確定申告相談会を開催します


